
改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-20

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-21

4月１日以降申請手数料が改正された場合、改正後の金額で納付ください。



改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-22

壁量基準等の経過措置の適用に関する留意事項
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国資料
P-23



改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-24

構造の経過措置の適用を受ける場合も、構造関係書類の
添付が必要です。
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建築物省エネ法関連の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

建築物省エネ法の申請単位は棟毎のた
め棟毎の工事着手の時期で判断します



前頁

前頁

前頁
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建築物省エネ法関連の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

改正法への適合を計画変更
または完了検査時に確認で
きない場合は、検査済証等を
交付することができません。
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